
焼津市 令和８年度 結婚新生活支援補助金

令和８年度に婚姻された方・婚姻予定の方へ

これから焼津市での生活をスタートする新婚世帯向けに、
新生活にかかわる費用を一部補助します。 ※予算なくなり次第終了

問い合わせ先
焼津市 企画部 移住定住課〔本庁舎4F〕 TEL:054-626-9411

詳しくは 焼津市ホームページをご確認いただくか
下記までお問い合わせください

住宅の
貸借費用

住宅の購入費、
建築費

引越し費用 住宅のリフォーム
増築

新婚生活の
住居費・引越し費用等を
補助します

焼津市HP
はこちら→

～対象世帯～

□令和8年1月1日（木）～令和9年3月10日（水）に婚姻した夫婦

□婚姻届の受理時点で、夫婦ともに39歳以下

ともに39歳以下…最大30万円補助 ともに29歳以下…最大60万円補助

□令和7年中の夫婦の合計所得が500万円以下

□過去にこの制度に基づく補助金を受けていないこと

※昨年度新規に補助金の交付を受け、補助額が上限に達していない夫婦を除く

□申請時、夫婦が申請に係る住宅（焼津市内）に住所を有していること。

□補助金交付を受けた日から、1年以上申請対象の住宅に居住する意思があること

□夫婦のいずれもが、焼津市HPにて案内の講座等を受講・又は医療機関への相談を行うこと

～対象経費～

令和8年4月1日（水）～令和9年3月10日（水）に支払われた経費

※住宅手当等支給されている場合、支給分を差し引いた額が対象

60
最大

万円
補助

詳細はチラシ裏面と
焼津市ホームページを
ご確認ください。



申請手続きの流れ

確認 書類

※① 結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書（第１号様式又は※第１号の２様式）

② 婚姻届受理証明書（婚姻届を提出した自治体にて取得）又は
婚姻後の戸籍謄本（全国の市町村窓口にて取得可）

③ 住民票の写し（世帯全員の記載があるもの）

④ 夫及び妻の令和８年度の課税（所得）証明書（令和８年１月１日時点で住民登録のあ
る自治体にて取得）

⑤ 貸与型奨学金の返済額が分かる書類（貸与型奨学金を返済している場合）

※⑥ 住宅手当等支給証明書（第２号様式）（給与所得者である場合）

※⑦

購入の場合：住宅の購入又は新築に係る契約書（新規申請世帯のみ）
領収書又は支払いが確認できる書類の写し

賃貸の場合：住宅の賃貸借契約書の写し（新規申請世帯のみ）
賃料等の領収書又は支払いの確認できる書類の写し

⑧ リフォーム費用に係る契約書の写し及び領収書又は支払いが確認できる書類の写し

⑨ 転居に係る領収書又は支払いが確認できる書類の写し
(転居費用に係る補助金の交付を申請する場合)

※⑩ クレジットカード等の利用明細書及び特典相当額が確認できる書類の写し
（補助対象経費の支払いをクレジットカード等で行い、特典が付与された場合）

※⑪ 現金払いによって得た特典相当額が確認できる書類の写し
（補助金対象経費の支払いを現金で行い、特典が付与された場合）

⑫ 講座等の受講証明書または医療機関への相談を受けたことがわかる書類
講座の詳細はこちら→

◎令和9年３月10日(水)までに次の書類を不備なくそろえて提出してください。

※令和７年度に「焼津市結婚新生活支援補助金」の交付を受け、令和８年度に継続補助
申請世帯に該当する方は、「※」の書類をそろえて申請してください。

市から交付決定兼確定通知を発送
焼津市から申請者へ審査の結果を通知しますのでお受け取りをお願いします。

請求書の提出

「請求書（第４号様式）」に必要事項を記入して、焼津市移住定住課へご提出ください。

補助金の振込み
内容を確認し、請求された金額を申請者に振り込みます。

焼津市 企画部 移住定住課（本庁舎４階）〒425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32
電話：054-626-9411 メール：iju@city.yaizu.lg.jp
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